
新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ

福岡県制度融資「緊急経済対策資金」による支援

福 岡 県

危機関連保証

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が前年
同期比15％以上減少した方が対象となります。

セーフティネット保証４号

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が前年
同期比20％以上減少した方が対象となります。

セーフティネット保証５号

対象業種（※）に属する事業を行っており、売上高等が前
年同期比5％以上減少した方が対象となります。

※対象業種
全国的に業況の悪化している業種を国が指定していま
す。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和２年
５月１日からセーフティネット保証５号の対象業種が全
業種に拡大されました。

福岡県では新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・
小規模事業者（個人事業主を含む）の皆さまに対し、福岡県の
制度融資「緊急経済対策資金」による資金繰り支援を実施して
います。

中小企業・小規模事業者の金融相談窓口

設置場所 連絡先

福岡県商工部中小企業振興課 TEL　092-643-3424

福岡中小企業振興事務所 TEL　092-622-1040

久留米中小企業振興事務所 TEL  0942-33-7228

北九州中小企業振興事務所 TEL  093-512-1540

飯塚中小企業振興事務所 TEL  0948-22-3561

(公財)福岡県中小企業振興センター TEL  092-622-5432

設置場所 連絡先

福岡県商工部新事業支援課 TEL  092-643-3430

福岡アジアビジネスセンター TEL  092-710-6195

＜経営・資金繰り支援に関すること＞

＜海外ビジネス支援に関すること＞

融資限度額 　１億円（危機関連保証は別枠１億円）

融 資 期 間 　１０年以内（据置２年以内）

融 資 利 率 　１．３％

保 証 料 率 　０％（県が０．８％分を全額負担）

対　象 業 種 　全業種

・市町村にて「セーフティネット保証５号」の認定を受けた方

・市町村にて「危機関連保証」又は「セーフティネット保証４号」の認定を受けた方

福岡県商工部中小企業振興課 作成（令和２年５月１日時点）

※掲載している情報は、今後変更となる可能性があります。
最新の情報については県のHPをご覧ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona-020130.html

＜フリーダイヤル経営相談窓口＞

☎０１２０－５６７－１７９（通話無料）

９時から１７時（土日・祝日も対応）

コ ロ ナ いなく（なれ）

融資限度額 １億円

融 資 期 間 １０年以内（据置２年以内）

融 資 利 率 １．３％

保 証 料 率 ０．７％

対 象 業 種 全業種

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona-020130.html

